
第1章 計画の概要

〇 基本理念

〇 計画策定の趣旨

〇 計画の位置付け

〇 計画の期間

〇 数値目標

〇 評価指標

〇 自殺対策の推進体制

第２章 熊本市の現状 第3章 自殺対策の取組

「自殺はその多くが防ぐことのできる社会的な問
題」との認識のもと策定

誰も自殺に追い込まれることのない「支えあう熊本
市」の実現を目指す

自殺対策基本法第１３条に定める「市町村自殺対策
計画」として策定

令和６年度（2024年度）から令和９年（2027年
度）までの４年間

令和９年（2027年）までに自殺死亡率を12.0
以下まで減少

・ゲートキーパー養成講座受講者数
・ゲートキーパーの認知度
・こころの相談窓口を知っている人の割合

第２期熊本市自殺総合対策計画（概要版）

〇 自殺対策の具体的な取組

重点
対策

〈現状〉
・原因別自殺者数では、男女ともに健康問題が最も多い。その他、
男性は経済・生活問題、女性は家庭問題が多い。

・職業別の自殺者数では、有職者より無職者の方が多い。
・４０歳代～５０歳代男性の自殺者数が最も多い。
・ゲートキーパーの養成者数は、第１次計画の目標値2,000人を
達成した。

・自殺対策意識調査の結果、ゲートキーパーの認知度が36.5％。
全国平均（20.4％）より高い。

〈課題〉
・若年層の自殺者が増加傾向である。
・女性の自殺は増加傾向であり、令和4年（2022年）は過去5年
で最多である。

・自殺者の４人に１人は自殺未遂歴がある。
・自殺死亡率は、全国より低い状態が続いてたが、令和４年
（2022年）は全国を上回った。

〈重点対策に反映〉
・「こども・若者」、「女性」、「自殺未遂者」の３つを重点対
策と位置付けて取り組む。

・こども・若者への対策として、こども局、教育委員会との連携
強化、若者版ゲートキーパー養成の拡充等を行う。

・女性への対策として、関係部署と連携し、妊娠等に関する悩み
相談、産後うつ等の早期発見・早期支援等を行う。

・自殺未遂者への対策として、こころといのちの支援事業（未遂
者支援事業）の拡充、救急医療機関への啓発等を行う。

〈取組に反映〉
・ゲートキーパー養成研修を継続して実施する。新たに教員向け
の研修や若者版ゲートキーパー養成を実施する。

・SNSを積極的に活用し、自殺予防や相談窓口に関する普及啓発
を実施する。

・健康問題の中で最も多いうつ病に関しては、早期発見・早期治
療につなげることができるよう、ストレスチェックシステムの
啓発やかかりつけ医への研修等を行う。

・依存症専門相談員による相談や研修会など、うつ病と関連が強
い依存症に関しても取り組みを強化して行う。

熊本市地域自殺対策推進センター

熊本市自殺対策推進本部

本部長：市長
【構成員】
副市長、各局長、各区長、
教育長、消防局長、交通
事業管理者、上下水道事
業管理者、病院事業管理
者
【役割】
自殺対策に係る施策の総
合的な推進等

熊本市自殺対策連絡会
【構成員】関係各課長

庁内推進体制 関係機関との連携

医療 保健

福祉 教育

労働 警察

報道

【構成員】

【役割】

自殺対策に係る施策等の
検討及び評価、情報共有

連携

(１) こども・若者の自殺への対策

(２) 女性の自殺への対策

(３) 自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ対策

若者版ゲートキーパー養成、こどもホットライン

妊娠等に関する悩み相談、産後ケア

こころといのちの支援事業（自殺未遂者支援）

(４) 地域におけるネットワークの強化

(５) 自殺対策を支える人材の育成

(６) 市民への啓発と周知

(７) 生きることの促進要因への支援

(８) うつ病等への対策

(９) 高齢者への自殺対策

(10) 生活困窮者への自殺対策

(11) 勤務・経営問題への対策

自殺対策連絡協議会、こどもの居場所づくり支援

ゲートキーパー養成研修、自殺予防研修会

多重債務相談、生活保護業務

労働相談窓口、労働者の健康管理に係る相談

ストレスチェックの普及啓発、かかりつけ医への研修

高齢者権利擁護、認知症サポーター養成

ＳＮＳによるこころの悩み相談、依存症専門相談

自殺予防週間・自殺対策強化月間における普及啓発、
自死遺族への理解促進

熊本市自殺対策連絡協議会
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